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共同不法行為と責任ルール＊

越野泰成↑

１はじめに

1996年３月，東京・大阪両地方裁判所においてⅢＶ訴訟（エイズ薬害訴訟）の裁判上

の和解が成立した。ＨⅣ事件(エイズ薬害事件）とは血友病治療のために用いられた非

加熱濃縮1mj礎li1剤にエイズ・ウイルスＧⅡv）が混入していたことによって引き起こされ

た薬害事件でありⅢｖ訴訟はこの被害者らが1,液製剤を製造･販売した製薬会社５社

と国に損害賠償責任を問うたものである。この事例のように損害が複鋤[唐者の不法行為

によって引き起こされるような状況を一般的に共同不法行為があるという。

民法は共同不法行為に関する定めを719条1項前段に加害者不明の共同不法行為に

関する定めを719条１項後段に置いているカミとくに問題となるのは後者ib嫡用される場

合である。この場合には複lliidm害者の加害行為と生じた損害の事:実酌因果関係が明確で

なく，その損害の加害者を特定化することが困難tR状況が多い。そのため複#iidlp害者間で

の責任似普i償）の負担方法力墹題となってくる。

そこで本論文ではMalino（1991）および越野（1999）をもとに７１９条１項後月lﾂｹ樋

用される場合に焦点を当て，被害者に対する全損害の補償のためのいくつかの責任ルール

を導入し，潜在的な複数加害者の行動への影響を考察し，それを通して社会的に望ましい

責任ルールを考察することにする１．結果としては越野（1999）と同様に生産水準と注

意水準の両方に依存せず各企業に全損害を負担させる責任ルールカミまたはそれら両方に

依存した責任ルールが望ましいことが示される。しかし，前者のルールは各企業力蝸大負

担となり，後者のルールは制度運営費用がかなり大きくなり，これらの点も同時に考慮す

゛本論文は文部科学省科墳１Wｦ讃|鋤金(若手研究Ｂ:課題番号16730098）による研究成果の一部で

ある。
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る必要があることが判明する。

本論文の構成は次の通りである。２節で共同不法行為の適用が問題となりうる紛争類型

を講学上の観点から整理し，責任ルールを導入する際に問題となる点を考察する。３節で

モデルの枠組みを説明し，社会的最適な生産水準と注意水準を導出する。４節で前節のモ

デルを使い，いくつかの責任ルールに従って酒ﾏﾋﾞE的tm害者である企業０ｌｂが全損害を分担す

る場合生産水準と注意水準にどのような影響を与えるのかを分析し，社会的に望ましい

責任ルールを考察する。そして最後に５節で結びとしてまとめ二今後の課題を述べること

にする。

２共同不法行為

2」共同不法行為の類型

1996年３月，東京・大阪両地方裁判所においてⅢＶ訴訟の裁判上の和解が成立した。

Ⅲｖ事件とは血友病治療のために用いられた勅[]熱濃#ii血液製剤にエイズ・ウイルスが

混入していたことによって引き起こされた薬害事件であり，、ｖ訴訟はこの被害者らが

血液製剤を製造・販売した製薬会社５社と国に損害賠償責任を問うたものである。この訴

訟の焦点は国と製薬会社に過失があったこと，および全被害者の救済という２点であっ

だ｡この事例のように損害が複1$幼ﾛ害者の不法行為によって引き起こされるような状況を

一般的に共同不法行為があるという。

民法は共同不法行為に関する定めを719条１項前段に，加害者不明の共同不法行為に

関する定めを719条１項後段に置いている。もちろん加害者が複数である場合は常に共同

不法行為が適用されるわけではなく，７１９条の適用領域を画する基準について１３諸説が乱

立し，統一基準がないのが現状であるようである]。そこでここでは内田（'9Ｗ）に従っ

て，加害者が複数であるために共同不法行為の適用力澗題となりうる紛争類型を講学上の

観点から整理してみよう。

内田（]997）によれば複鋤Ⅱ害者の不法行為は次の４つに分類できる4．
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第１の類型は各加害者の別個の加害行為がたんに競合して（重なり合って）損害が生

じた場合であり，独立不法行為競合型とINZばれる。例えばＡとＢがそれそ牙l運転する自

動車がＣの民家に同時に突っ込んで別々のドアを壊した事例が妥当する5．

第２の類型は複数加害者の力[唐行為によって損害が生じているカミ各人力沼ﾘ個の不法

行為を行っているのではなく，全体としてひとつの不法行為がなされていると解釈できる

場合であり，加害行為一体型と呼ばれる。例えばＡとＢが共謀して加害行為を行い，Ｃ

に複数箇所の怪我をさせた事例が妥当する６６

第３の類型は複数加害者は個々に加害行為を行っている力：実際は全員の行為によっ

て１つの損害が生じた場合であり0員害に一体I1bbiある),損害一体型とlFlzばれる｡例えば

ABCの複数の企業b捌々に廃液を川に流し，その結果下流で農家Ｄの農作物に被害が生

じた事例が妥当する。

第４の類型は加害者と思われるグループのうちの誰かがi､害者であることは明らかで

ある力ｉそｵbｳi特定できない場合であり，加害者不明型と呼ばれる。例えばＡＢＣの複

数の企業ｳｶﾞ完全に安全でない薬を別々に販売し,その結果投薬者Ｄが病気になったカミど

の企業の薬なのかがわからない事例が妥当する。

２２共同不法行為と責任ルール

ここでは前項での共同不法行為の類型をもとに複数加害者の不法行為によって損害

が生じる場合被害者に対する全損害の補償のための責任ルールを導入する際に問題とな

る点を考察してみよう7.その際には加害者の不法行為と損害の事実的因果関係ならび

に損害がどの加害者によるのかの特定化が重要なポイントとなる。

まず独立不法行為競合型である｡この類型は独立の不法行為がたんに競合して損害が生

じているにすぎないため,事例ではＡとＢはそれぞれ自分の加害行為と事実的因｣剰謁係の

あるドアの破損にのみ賠償責任を負うことになる。これは他の類型と比較して、事実的因

果関係ならびに加害者の特定化は容易であろう。それゆえ一般的な不法行為を規定した

709条によって個別の不法行為として処理できると考えられ719条を適用する必要ないよ
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うに思われる。

次に加害行為一体型である｡この類型は複数加害者による別々の加害行為をひとつの行

為とみなすため，事例ではＡとＢは共謀して行った加害行為と事実的因果関係のあるＣ

の怪我に連帯して責任を負うことになる｡これはＡとＢの個々の加害行為と直接の因果関

係がない部分まで責任を及ぼすのが妥当と考えられるためであり，７１９条１項前段の適用

が妥当となる。また独立不法行為競合型と同様に他の類型と比較して；事実的因果関係

ならびに加害者の特定化は容易であろう。

次に損害一体型である。この類型は複数加害者が個々に加害行為を行っているカミ生じ

た損害に一体性があるため，事例のようなタイプの公害が典型例となる。この場合；ＡＢＣ

社の廃液力ｉそれぞれどの程度農家Ｄの被害に寄与しているのか特定することは一般的に

難しく，上述の２つの類型と比較すると，事実的因果関係ならびに加害者の特定化は困難

であろう。また損害との因果関係が明確でないため責任が生じないことを避けるため,７１９

条１項後段の類推適用範囲となる。

最後に加害者不明型である｡この類型は加害行為行ったグループのうち誰かが加害者で

あることは明らかだカミそｵlが誰か特定できないため，事例のようなタイプの薬害事件が

典型例となる。この場合､ＡＢＣ社の薬が損害を生じさせたことは明らかである爪投薬者

Ｄの被害はどの会社の薬によるかが特定できないため，事実的因果関係は明確である爪

損害一体型と同様に加害者の特定化は困難であろう。もちろん719条1項後段の適用範囲

となる。

以上より719条の適用範囲となるのは加害行為一体型損害一体型加害者不明型と

なる。特に後者の２類型は事実的因果関係の不明確さや加害者の特定の困難さが指摘でき

る。そのため責任ルール導入の際には複鋤I】害者間での責任０培償）の負担方法が問題

となってくる。

Ｓ共同不法行為と社会的最適性

この節ではMalino（1991）および越野（1999）をもとに完全に安全でない財を生産す
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る〃の企業を潜在]的な複数不法行為者と想定し,共同不法行為が適用される場合の社会的

に最適な生産水準と注意水準を導出する。なお前節の分析より，以下では719条１項後段

が適用される場合を想定するカミ簡単化のため損害が生じた場合には事実的因果関係は推

定され損害は加害者が連帯して負担することになる，と仮定し分析を行う。

３１消費者

代表的な消費者を想定する。代表的な消費者は当初所得γを持っており，この一部を

使って完全に安全でない財を購入するとする。その財の価格をハ購入量を恥支出し

ない所得をｙとする。当該財の消費からの損害を全て企業側が負担する仮定より，消費者

は

Ｕ(9`）＋ｙ （１）

となる効用関数を持つことになる。ただしＵ'〉０，びく０である。このとき効用最大化

より，逆需要関数

ｐ＝Ｕ,(9`）（２）

が導出される。

３２損害の算出

いま完全に安全でない財を生産する〃の企業を潜在的な複数不法行為者であるとしよ

う。当該財の損害を全て企業側が負担する仮定より，各企業の負担する総費用（期待総費

用）Ｌｉは

ムーc化i,9,)+SiD(α1｡…,α")Ｚ9,；ノーL…,〃 （３）

と表されることになる。ここで

α,:企業ｊの注意水準，９i:企業jの財の生産水準

c小,,9,）：企業/の費用関数，DC,/a７，〉ODC,/69,〉０

－６５－
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D(α１，…,α"）：財1単位当たりの期待損害額，ａＤ/6α,〈0

ｓ,＝s,(9,,…,9";α]｡…,α"):企業/の期待損害額の負担率，２,三１

である。共同不法行為の想定より市場全体の期待損害額ｳiすべての企業の注意水準に依存

すると仮定し,期待損害額の算出を行っている｡(3)のD(α1,…,α")Ｚ9,はその状況を

表している。また719条1項後段が適用される場合を想定しているので各企業の期待損

害額の負担率siは一般的にすべての企業の生産水準と注意水準に依存することにする。

Malino（1991）では，α,を企業ｊの財の事故発生の確率とし，すべての／に対して，

D(α,,…,α")を

D(α,.…,｡")=Ｄい） (4)

としている｡(4)では企業ｊの財9,による期待損害額bsD(α,)9,と表され期待損害額ｶﾐ

企業jの事故発生のW蝉のみに依存することになる。これでは共同不法行為の要件を十分

に満たしてないように思われる8.そこで越野(1期)ではＤ(α1,…,α"）を

Ｄ(α,,…&)＝。。 （５）
α|＋…+α”Ｚα，

と特定化することでこの状況を表している。このことで企業ｊの財9jによる期待損害額

が(｡/Z.,形と表され期待糖弼bｳ，すべての牒の注意水準に依存することになり，

想定している場合の要件を十分に満たすことになる。なおｄはパラメーターである。

また企業/の費用関数ｃ１(αi,9,)を注意水準と生産水準の積の形で表し

c小,,9,)＝α,9， (6)

と簡単化する，。(5)，(6)より，（3)は

－６６－



共同不法行為と責任ルール（越野泰成）

…川孟z9（脂叱〃 (7)

となる。

３３社会的最適化

以上より，代表的な消費者と〃の企業がいる場合の社会的総余剰(期待総余乗ＩＤ〃は

〃_U(工作"汁孟z`１㈹
となる｡最大化の,階の条件より,社会的に最適な水準(9入｡,｡)はそれぞれ

〃に,椚粁余（，）
・ｄＺ９/

（10）
９'=百丁

を満たすことになるIC。（9)はこの財の限界便益と限界費用が等しい水準で財の生産量が

決定されることを示しており，右辺より財の限界費用が生産による限界費用と期待損害額

による限界費用の合計から構成されていることがわかる。（10)は財に関する総費用を最

ＵＶ化にするように注意水準が決定されることを示しているn゜

以下では〃の同質な企業を想定するのですべての/に対して，９，＝９，αi＝αと

なり，(9)，（,｡)はそれぞれ

ひし9ＭＦ

に得

(11）

(12）

と表されることになる。

４責任ルールの影響
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２節より719条１項後段が適用される場合b事実的因果関係の不明確さや加害者の特定

の困難さのため複数加害者間での責任０培I賞）の負担方法が問題となってくる。そこで

この節では３節のモデルを使い，いくつかの責任ルールに従って潜在］的1m害者である企

業側が全損害を分担する場合b生産水準と注意水準にどのような影響を与えるのかを考察

しよう。

4」企業の行動

まず対象とする市場を

ｌ）各企業は全損害を責任ルールs,によって分担しなければならないと認識

２）〃の同質な企業が生産量9iと注意水準α,を決める寡占市場１２

と想定する。この想定のもとで各企業の利潤最大化行動は

max汀,(91,…船α,,…,α"）；ﾉｰL…,〃

となる。(7)よりｚは

(13）

(謙’１汀,=U(Z9i)9,-Qi9,~s’ (14）

となる。またここでは破産の問題はないとする。

４２責任ルールの影響

1）懲罰的な責任ルール

まず；すべての企業に対して生産水準にも注意水準にも依存しない

ｓ,(9,,…,9";α,,…,α")=１ (15）

という責任ルールを考える（以~F;ルールI)。これは共同不法行為者が損害に対して連帯

責任を負うという視点から各企業にそれぞれ全損害額を負担させる懲罰的損害賠償の性

質を持った責任ルールと解釈できる。すると(14)は

－６８－
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峠〃い‐卿一式z, (16）

となる｡最大化のI階の条件より,企業にとって最適な水準(9,',｡,!)は

ひ(z眺')+ひ(z`ﾉ)`'－．J辮会（Ⅳ）

,ﾉｰ(鍔，川
となる。（17)の右辺の第２項目より明らかに損害の内部ｲ助$行われている。ルールＩより

各企業は全期待損害額を負担するため，（18)は(10)と同じになる。想定より均衡ではすべ

ての/に対して，９'１＝9'，α,'＝α'となり，（17)，（18)はそれぞれ

Ｕｗｗ(珈臺2得 (19）

.'臺据 (20）

となる。ルールＩによって各企業はそれぞれ全損害を負担するため，社会的最適な水準と

比較すると，注意水準はゴーα'となる。しかし生産水準は寡占市場による企業の持つマ

~ｹﾂﾄﾊﾟﾜｰの影響を受けb"9.=Ｑ>Ｃｌ=''９１となる'３｡

2)生産水準に依存する責任ルール

次に企業の生産水準にのみ依存した責任ルールを考える似-F；ルールⅡ)。ここでは

その１つとして

‘ルダハⅦ)薑会｡'）
を取り上げる。これは当該財市場のマーケットシェアによって分担する責任ルールであ
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り，過去のいくつかの事例で採用されている'4.最大化の1階の条件より，企業にとって

最適な水準(9ルノ)はそれぞれ

ひ(z･小ＵＭ９Ｌ．'+声１２２）

，L論伽
を満たすことになる。この場合マーケットシェアによって各企業は自己の生産量に関す

る期待損害額を負担するため(23)は(10)とは異なっている。均衡での想定より(22)，（23)は

それぞれ

ひ(け)+ひ(け),L(肝司〃 （24）

αﾛｰ△亘 （25）
〃

となる｡ルールⅡ'こよって各企業は自己の生産量に関する期待損害額だけを負担するためｂ

社会的最適な水準と比較すると，注意水準はａ.〉ａｎとなる。一方、生産水準は財の限界

費用が企業の注意水準に依存しており，かつ寡占市場による企業の持つマーケットパワー

の影響を受けるため"9ﾎｰﾛ>Qﾛｰ''9uとなる'5｡

3)注意水準に依存した責任ルール

次に企業の注意水準にのみ依存した責任ルールを考える（以~F;ルールⅢ).ここではその

1つとして

血)一粁(肝ﾅﾙ丁:仏１片 （26）

を取り上げる｡ﾙｰﾙmは均衡でＺｓ,＝lとなり,かつ注意水準の平均負担率と限界負
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担率が等しくなるように構築されている'6．最大化の1階の条件ゥおよび均衡での想定よ

り｡企業にとって最適な水準(9,匹α,Ⅷ)は

〃wIM("蝋)9L(肝会)'二’刀）
ｏＬ１Ｅｉｃ８）

となる。ルールⅢの導出方法より均衡において注意水準の平均負担率と限界負担率が等し

くなるため社会的最適な水準とｔｂ較すると，注意水準はゴーαｍとなる。しかし生産水

準は大小関係が確定しない。

4)生産水準および注視水準に依存する責任ルール

最後に企業の生産水準と注意水準の両方に依存した責任ルールを考える（以下；ルール

1V)。ここではその１つとして

叩鰔…ﾙﾙﾙ古/z古ｃ，）
を取り上げる。ここでａ＝αi/9iであり，企業jの財１単位当たりの注意水準を意味する

ことになる。ルールⅣは均衡において生産水準と注意水準の平均負担率と限界負担率が

それぞれ等しくなるように構築されている｡またａ力塙くなるにつれ(α,力塙くなるか，

9iが減少する),負担率が減少するように作用する(as,/”〈０)｡最大化の1階の条件

および均衡での想定より,企業にとって最適な水準(9ハ＠,１V)は

ひ(ｗひMoL21＝’'０１

仏信伽
となる。ルールⅣの導出方法より均衡において生産・注意水準の平均負担率と限界負担率
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が等しくなるため，社会的最適な水準と比較すると，注意水準はα､＝α１Ｖとなる。しかし

生産水準は寡占市場による企業の持つマーケットパワーの影響を受け，

"9.=Ｑ〉QIv="9Ｗとなる]Ｚ

４３責任ルールの比較

前節の分析より，４つの責任ルールの生産水準および注意水準への影響をそﾂITぞｵnt較

することで，以下のことが導出される。

【命劉

〃の同質な企業による寡占市場を想定する｡そしてこれら〃の企業が完全に安全でない

財を生産する潜在的な複#iidm害者であるとしよう｡そして当該財から損害が生じたとき，

その全損害を上述の４つの責任ルールによって各企業が分担するとする。

このとき各企業の財の生産水準およりW主意水準を社会的最適な水準とそれぞれ比較す

ると

＊

α＝二αｌ＝α、＝αⅣ＞αⅡ

Ｑ>Q'=QIv&□>Ｃｕ

となる(ただし,Ｑと２１m,および各ﾙｰﾙでの生産水準の大小関係は確定しない)｡

以上より，効率性の観点牡会的最適な生産・注意水準の達成という観点）からはル

ールⅡより，ルールＩあるいはルールⅣの適用が望ましいことがわかる'8。しかし適用の

際にはこれら２つのルールは運用面や負担の公平性という観点からは問題点が指摘でき

る。ルールＩでは裁判所などの当局は何らの情報を入手する必要がないため比較的運営の

費用は低いカミ企業側の損害以上の超過負担という負担の不公平さやそれによる産業衰
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退の可能性の問題などが指摘できる'９．－万ルールⅣでは裁判所などの当局は損害が

生じたときの各企業の生産水準と注意水準についての情報を入手しなければならず；生産

水準の情報の入手は比較的容易であるが注意水準の情報の入手は困難であり，それゆえ比

較的運営の費用は高くなることが予想される。それゆえ現実的には効率性だけでなく負

担の公平性や制度運営費用も視野に入れそれらのなかで何を優先し何をどの程度犠牲に

しなけうればならないかなどを考慮し，それらの最適な組合せを実現するように責任ルール

を適用していくことが必要であろう。

５むすび

本論文では完全に安全でない財を生産する〃の企業を潜在的な複数加害者として;719

条，項後段が適用される状況を想定した。そしてその状況~「てiMaIin。（'”'）およ〔職

野（1999）をもとに，被害者に対する全損害の補償のためのいくつかの責任ルールを導入

し，潜在的な複数加害者の行動への影響を考察それを通して社会的に望ましい責任ルー

ルを考察した。結果は越野（1999）と同様に，過去のいくつかの事例で採用されている責

任ルール０ﾚｰﾙⅡ），.詞寺されず：生産水準と注意水準の両方に依存せず各企業に全損

害を負担させる責任ルール０レールI）爪またはそれら両方に依存した責任ルール゜レ

ール,v）が望ましいことが示された。しかし前者のルールは各企業が過大負担となり，後

者のルールは制度運営費用がかなり大きくなり,これらの点も同時に考慮する必要があり，

これら２つのルールが他のルールに比べて必ずしも望ましいとはいえないかもしれない。

それゆえ効率性だけでなく負担の公平性や制度運営費用も視野に入れそれらのなかで何

を優先し何をどの程E3議性にしなけｵ,ばtRらないかなどを考慮し，それらの最適な組合せ

を実現するように責任ルールを適用していくことが必要であろう。

最後に,今後の課題を述べよう。まず責任ルールは各企業の長期の行動にも影響を与え

ることが予想される。それゆえ責任ルールの長期への影響を分析することが’つめの課題

となる２０｡また判例を通し,719条1項後段が適用された事例ではどのような責任分担力塀

用されているかを調べる必要がある。そしてより現実に適用できる責任ルールを提言する
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ことが２つめの課題となる。

注

ﾔ本論文は「六甲フォーラム」Ｑｑ１Ｆｒ における報告に-ﾓﾖﾋﾞ基づいていま

す6フォーラムでは本論文に関し,福田亘教授ならびに参flu者の方々より貴重なコメントを頂きました。

記して感謝いたしますｂもちろん内容に関する責任は全て筆者にありあます６また法律の内容に関して

不正確であるおそれがあるカミ筆者は法律の専門家ではないのでお許しいただきたい。

完全に安全でない財を生産する〃の企業を と想定している。

２ｍＶ訴訟は製薬会社5社に対しては債務不履行責任(安全配慮義務違反）と民法709条の不法行

為責任を根拠として損害賠償責任を問うたものであり，結果として和解による解決であった。宇都木

（1996）によ加弐Ⅲv感染の確認が日本で可能になったのは1985年であり，その時には、v罹患血

友病患者のほとんどが既に感染しており，感染源を特定することは困難であった。これはある被害者

の損害はどのりiﾛ害者によるものかibi特定できないような状況に対応するであろう｡また判決となった場

合i3l路(1997)によれば被害者力伽害者を特定できない問題は１つの解決として共同不法行為(民

法719条1項前段およ□W錫ＩＤの問題として解決され得たであろう,としている｡このことからも、ｖ

薬害事件では共同不法行為が成立していたと考えられる。

３共同不法行為理論は従来から大きな論争点の１つであり，その解釈は混迷を極めており，理論的に問

題の多い制度と言われている。

４もちろん他の類型もある。例えば加賀山（1997）を参照。

５本中の事例は内田（1997）を参考にしている。

６この事例のように共謀があった場合が典型例である爪社会通念上一体と評価される場合も含tjB

７もちろん事故防止のインセンティブも与える。

8Ｍmｎｏ(1991）やPolinsld＆Rogclsom（1983)では財I単位当たりの損害額をＺで一定とし,企業／

の財の事故発生の確率をαiとしているため６）は
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､(｡,)＝α,Ｚ

と表されることになる。

9Marino（1991）やMnslO/＆RogCnSon（1983）では企業jの財の事故発生の確率をcJ>とし，財1単

位当たりの限界費用をc(αi)で表し,企業の費用関数c,を

c,＝c(α,)9,;c'〈0,c"〉０

としている。

ＩＣ最大化の2階の条件が成立し，内点解が存在することを仮定する。

]I総費用は財の生産費用と負担する期待損害額の和を意味する○以下同じである。

12複数加害者を想定しているのでｉ寡占市場の想定は妥当であると思われる。これに対し越野(1999）

は完全競争市場での分析を行っている。

13U"<0なので(11)と(19)より"9｡=Ｑ>Q'="'となる｡

Ｉ４アメリカの｢DES判決｣や日本の「スモン判決｣，、V事件和解案｣などがある。

,5">,かつU"<Oなので(11)と(24)より"9.=Ｑ>･ﾛｰ'１９mとなる

１６均衡において（26）は

"sい)＝1ｄ仏一
一
一
α
｜
α

小
一
山

を満たせばよい。

ｌ７びくＯなので（11)と(30)より"9.＝･｡〉Ｑ１ｖ＝"9Ｗとなる。

180とQmの大小関係は不確定なためﾙｰﾙⅢの適用に関しては同様の分析できない｡
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'９企業側の超過負担軽減の視点からは

‘,(.)=亟
灯

という責任ルールも考えられる｡また懲罰的損害賠i賞Iま日本の不法行為に基づく損害賠償制度では一般

的に認められていない。

20モデル内の企業数〃をOCに近づける方法があるカミ分析上いくつかの問題点があり，これは今後の

課題としたい。
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